
令和８年４月　随意契約締結分　建設工事（修繕工事含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る工事名 工事場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

予定価格
（税抜　円）

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の
該当号

備　考

市民生活部
三菱重工環境・化学エンジニア
リング（株）関西支店

廃棄物処理セ
ンター

大阪府大阪市西区土佐堀一丁目
３－２０

建設部 松尾工業（株）

建設課 真庭市赤野６３５－１

令和８年度　新見市
クリーンセンター基
幹的設備改良工事

令和8年4月13日 92,400,000

　本施設のプラント建設業者で、施設固有の設備構成や制御システムに関
する専門知識を有し、施設性能及び安全性を適切に維持するためには、本
施設の構造及び施工方法を熟知し、一体的な施工ができることから、競争
入札に適しないため。

第２号94,600,000新見市金谷

市道小原阿福線道路
法面修繕工事

令和8年4月24日 6,281,000

　令和８年４月２０日、市道小原阿福線の法面吹付モルタルが剥離落下し
ており、大きなクラックが入っていると報告があった。現地調査の結果、
吹付モルタルが地山から最大４０センチ程度剥離しており、いつ崩落する
か予断を許さない状況であった。
　当該法面は、千屋ダム管理事務所職員をはじめ、ダム管理関係者が通行
する路線にあり、吹付モルタルが崩落した際には、通行者への二次被害発
生、ダム管理へ支障が生じるだけでなく、梅雨時期を間近に控えており、
降雨による法面崩落の危険性もあるため、喫緊に対応する必要があり、競
争入札に付することができないため。

第５号契約規則により省略新見市千屋

1

2

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

健康福祉部 新見市金谷641 日清医療食品株式会社　神戸支店

和みの郷かな
や

和みの郷かなや
兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目４
－８メットライフ神戸三宮ビル 7階

産業部 株式会社ＫＣ３

移住定住推進
課

新見市全域地内 岡山県岡山市北区表町３－１２－３

産業部
一般社団法人岡山県地域おこし協力
隊ネットワーク

移住定住推進
課

新見市全域地内 岡山県総社市山田２１４５

産業部
株式会社フューチャーリンクネット
ワーク

移住定住推進
課

新見市全域地内
千葉県船橋市西船４丁目１９－３西
船成島ビル

議会事務局 新見市新見310-3 株式会社　議事録発行センター

新見市役所 岡山市北区高柳西町１―２３

議会事務局 新見市新見310-3 株式会社　議事録発行センター

新見市役所 岡山市北区高柳西町１―２３

議会事務局 新見市新見310-3 （株）二鶴堂

新見市役所 新見市新見８８５

市民生活部
株式会社日立システムズ　岡山
支店

税務課 岡山市北区柳町２－１－１

消防本部 新見市新見地内 協和テクノロジィズ（株）

警防課 岡山市北区駅元町３１－２

消防本部 新見市新見地内 協和テクノロジィズ（株）

警防課 岡山市北区駅元町３１－２

令和8年4月1日 8,844,000

本業務は、システムから出力したデータを専用の印刷用紙に印字し、封筒に封入封緘するもので
ある。本業者は、システムの管理及び印刷用紙の作成を受託しており、データ確認や印字の調整
などを円滑に行うことができ、印刷と封入封緘を一括で委託することで、予期せぬ問題が発生し
た場合も遅滞なく対応できるため。

6
令和８年度新見市議
会委員会録反訳業務

令和8年4月1日 13,200

議会専門用語をはじめ、方言や地名、施設名、組織名など地域独特の固有名詞について調査を要すること
も多く、業務に特殊性及び専門性が要求される。そうした業務の特殊性及び地域性を考慮すると、履行可
能な業者が他にない。
当該業者は、本市独特の用字用例使用についての情報を長年蓄積しており、反訳業務の効率を向上させて
いる。こうした情報の積み上げがない他の業者に委託した場合、処理期間の長期化や、これまでの成果品
との整合に支障が生じる恐れがある。

第２号 単価契約

5
令和８年度新見市議
会本会議録作成業務

令和8年4月1日 23,100

議会専門用語をはじめ、方言や地名、施設名、組織名など地域独特の固有名詞について調査を要すること
も多く、業務に特殊性及び専門性が要求される。そうした業務の特殊性及び地域性を考慮すると、履行可
能な業者が他にない。
当該業者は、本市独特の用字用例使用についての情報を長年蓄積しており、反訳業務の効率を向上させて
いる。こうした情報の積み上げがない他の業者に委託した場合、処理期間の長期化や、これまでの成果品
との整合に支障が生じる恐れがある。

新見市新見地内

第２号 単価契約7
令和８年度にいみ市
議会だより印刷業務

令和8年4月1日 2.31

株式会社二鶴堂は、にいみ市議会だよりの編集から印刷までを一環して行える市内唯一の業者である。市
報にいみの印刷業務も同社で行っており、本業務を同社へ委託することにより、納品コストの削減が期待
できる。また、市内業者であるため、作成途中での製品の確認や対面での細部の校正依頼など迅速に対応
でき、他の事業者に比べ業務における効率、優位性が高い。納期についても、市外業者と比較し、１日短
縮することができ、校正期間を長く確保することができる。読みやすい紙面を目指す上で、委員会での校
正期間が長くなる傾向であり、校正期間の確保は大きなメリットがある。

令和８年度　消防救
急デジタル無線保守
点検業務

令和8年4月1日 3,960,000

本業務は、協和テクノロジィズが受注、施工した通信専用ネットワークシステムの機器点検を行
うものであり、システムに関する専門の知識を有しており、また、消防救急デジタル無線と連携
している高機能消防指令システムにも精通している同社でなければ、適切な保守・点検作業や障
害が発生した場合の迅速な対応ができないため。

第２号

8
令和８年度当初納税
通知書等作成業務

令和8年4月27日 5,370,200

日清医療食品株式会社は、市内の入所型高齢者福祉施設全８施設中、直営調理を除く６施設中５
施設、通所介護施設２施設の給食調理業務を受託していることにより、市内において十分な人員
を確保している。緊急時に人員及び食事の双方を確保できる体制を整えている唯一の事業所であ
る。

第６号1
新見市養護老人ホー
ム和みの郷かなや
給食調理業務

令和8年4月1日 22,308,000

2
令和８年度　情報発
信等支援業務

令和8年4月1日 1,897,500
　本業務は、新見市移住交流支援センターの職員等が既存のホームページやSNS等を活用して情報
発信等を行う際の支援とそれに係る機器の管理・保守について実施するものであり、アカウント
やサイト運営の権限がある指名業者でなければ支障が生ずるため、競争入札に適さない。

第２号

第２号

第２号

第２号

3
令和８年度新見市地
域おこし協力隊活動
サポート業務委託

令和8年4月1日 1,999,800
　本市の協力隊の募集内容の魅力化、ブラッシュアップを図り、応募者の増加を目指す募集の企
画から採用までの伴走支援および協力隊活動への支援が可能な県内で唯一の事業者であるため。

4

令和８年度　新見市
ふるさと市民にー
みーとツアー支援事
業委託業務

令和8年4月15日 1,947,000
　ＶＴｕｂｅｒを起用した地域ＰＲ業務と、関係人口の推進業務をかけ合わせて委託できる会社
は他にないため。令和２年度から「新見市ふるさと納税支援及びプロモーション業務」を受注。
適正に業務完了。

第２号 単価契約

9

本業務は、協和テクノロジィズが受注、施工した情報通信システムの保守点検を行うものであ
り、製造メーカーであるＮＥＣと特約店契約をしており、また、高機能消防指令システムと連携
している消防救急デジタル無線にも精通している同社でなければ、指令システムの機器の故障や
障害発生時にメーカーとのスムーズな連携や迅速な対応ができないため。

第２号10
令和８年度　高機能
消防指令システム保
守点検業務

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

総務部 新見市新見310-3 株式会社オービス

情報政策課 新見市役所 岡山市北区大内田６７５番地

総務部 新見市新見310-3 ＮＴＴ西日本㈱岡山支店

情報政策課 新見市役所
岡山市北区中山下
２－１－９０

総務部 新見市新見310-3
（株）日立システムズ　岡山支
店

情報政策課 新見市役所 岡山市北区柳町２－１－１

総務部 新見市
ＰＳコミュニケーションズ
（株）

情報政策課 全域
東京都港区芝公園一丁目６番８
号

総務部 新見市
ＮＥＣネッツエスアイ(株)岡山
営業所

情報政策課 新見他 岡山市北区柳町１－１－１

総務部 新見市
山佐フロンティア（株）ネット
ワークサービス事業室

情報政策課 全域 新見市高尾２４７４－１４

総務部 新見市 ソフトバンク株式会社

情報政策課 全域 東京都港区海岸１丁目７番１号

総務部 新見市 株式会社デンソー

情報政策課 全域 愛知県刈谷市昭和町１－１

総務部 新見市新見310-3 （株）キネッソジャパン

情報政策課 新見市役所
東京都港区南青山１－１－１
新青山ビル東館

総務部 新見市新見310-3 ＮＴＴ西日本㈱岡山支店

情報政策課 新見市役所
岡山市北区中山下
２－１－９０

14
新見市光ファイバ
ネットワーク伝送路
保守業務

令和8年4月1日 93,500,000

　同社は本市光ファイバ芯線の長期賃貸借契約（ＩＲＵ）を締結したソフトバンク（株）のグ
ループ会社で、線路保守の業務移管を受けている電気通信事業者であり、通信機器はソフトバン
ク社製を採用していることから、センター側から各端末までの通信状況の把握等を行うことがで
きるのは同社のみであるため。

第２号

13
令和８年度　総合行
政システム等保守業
務

令和8年4月1日 44,985,600

　株式会社オービスは岡山情報ハイウェイ、住民基本台帳ネットワーク岡山県ＮＯＣ、総合行政ネットワーク岡山県
ＮＯＣ等の岡山県の情報ネットワークの主要な施設の運用保守を行うなど、本市情報ネットワークにおける総合的な
運用・技術支援及び、情報化水準の向上及び、ネットワークシステムの安定・安全稼働に必要な多くの知識・経験を
有しており、県内のネットワークシステムの構成や技術的条件を熟知し、本業務を行うことができるのは同社のみで
あるため。

第２号

12
令和８年度　庁内
ネットワーク保守業
務

令和8年4月1日 35,970,000

　平成２１年度のネットワーク最適化事業でネットワークの統合業務（本市ネットワークの核と
なる部分）を実施し、統合後のネットワークを熟知しており、また、電話交換機及び電話機の導
入業者であり、相互に関連する業務に精通し、障害発生時の早急な対応を含め、本業務を行うこ
とができるのは同社のみであるため。

第２号

11
令和８年度　ネット
ワーク運用・技術支
援業務

令和8年4月1日 3,685,000

　本市が導入している総合行政システム等は、（株）日立システムズが開発した業務システムで
あり、また、総合行政システム等で使用しているサーバ等の機器についても、システムと一体的
な運用となっていることから、本業務を行うことができるのは同社のみであるため。

第２号

　同社は本市光ファイバ芯線の長期賃貸借契約（ＩＲＵ）を締結した電気通信事業者で、通信機
器は本市仕様で開発した同社製を採用しており、当該業務を行うことができるのは同社のみであ
るため。

第２号

18
ライフビジョンシス
テム保守運用業務

令和8年4月1日 3,958,460
　地域情報配信システムとして採用した「ライフビジョン」は、デンソー株式会社が開発したシ
ステムであり、当該業務を行うことができるのは同社のみであるため。

第２号

17
新見市情報通信機器
保守業務

令和8年4月1日 55,000,000

　光ファイバ芯線管理システムはＮＥＣネッツエスアイ(株)が開発したシステムであり、当該業
務を行うことができるのは同社のみであるため。

第２号

16
新見市告知放送端末
機器等保守業務

令和8年4月1日 3,938,000
　同社は、平成２１年度から継続して告知放送端末の保守業務を受託しており、通信事業者であ
るソフトバンク（株）とも連携し、業務内容を熟知ており、迅速な修理対応が行える体制が確保
されていることから、当該地域で本業務を行うことができるのは同社のみであるため。

第２号

15
新見市光ファイバ芯
線管理システム保守
業務

令和8年4月1日 1,430,000

　同社は、令和４年度から本業務を受託しており、「新見市ＤＸ推進方針」に基づく施策を着実
に推進するには、これまでの実施内容を踏まえたうえで、長期的な視点に立った一貫性のある助
言を求めることが有効であることから、引き続き、同社に委託することが適当であるため。

第２号

20
令和８年度　ガバメ
ントクラウド運用管
理補助業務

令和8年4月1日 3,828,000

　国が提唱するガバメントクラウドへの接続回線については岡山県が情報ハイウェイを利用した
ＮＴＴ西日本（株）との共同利用調達を行っており、同サービスが安価で利用できている。ま
た、同社は本市庁内ネットワークの構築・保守事業者であり、本市のネットワーク構成を熟知し
ていることから、保守業務と一体的に当該業務を行うことができるのは同社のみであるため。

第２号

19
令和８年度　新見市
ＤＸ推進アドバイ
ザー業務

令和8年4月1日 2,205,500

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

産業部 昭和株式会社　岡山営業所

農業畜産振興
課

岡山市北区天神町1番7号

市民生活部 新見市 （株）バイタルリード

交通対策課 全域
島根県出雲市荻杼町２７４番地
２

市民生活部 新見市 新見地区タクシー組合

交通対策課 菅生・新見・上熊谷 新見市新見７３５番地１

市民生活部 新見市 新見地区タクシー組合

交通対策課

唐松・長屋・足見・井
倉・法曽・土橋・草間・
豊永佐伏・豊永宇山・豊

永赤馬（一部）

新見市新見７３５番地１

市民生活部 岡山市北区西古松237-126

廃棄物処理セ
ンター

中外テクノス（株）岡山営業所

市民生活部 長崎県長崎市興善町２番２１号

廃棄物処理セ
ンター

重環オペレーション株式会社

市民生活部 兵庫県尼崎市浜１－１－１

廃棄物処理セ
ンター

クボタ環境エンジニアリング
（株）大阪支社

市民生活部 兵庫県尼崎市浜１－１－１

廃棄物処理セ
ンター

クボタ環境エンジニアリング
（株）大阪支社

市民生活部 兵庫県尼崎市浜１－１－１

廃棄物処理セ
ンター

クボタ環境エンジニアリング
（株）大阪支社

市民生活部 岡山市南区藤田５６４－１６３

廃棄物処理セ
ンター

（株）前田サービス岡山

21
令和8年度　新見市農
業振興地域整備計画
改定業務

令和8年4月1日 9,900,000

　選定業者は農業振興地域整備計画に精通しており、前年度に本業務を受託してきた実績があ
り、選定業者とする信ぴょう性が高い。加えて、本業務は過年度からの業務内容との連続性・一
貫性が求められるものであり、受託業者を変更した場合、既存の業務内容との整合性の確保に時
間を要し、業務の円滑な遂行に支障をきたすおそれがあるため。

第６号新見市

22
令和８年度　新見市
予約型区域運行実証
運行支援業務

令和8年4月1日 5,280,000
　選定業者は令和３年度から新見市予約型区域運行実証運行支援業務を受託しており、地域特性
及び当該業務に精通している。

第６号

25
新見市クリーンセン
ター各計測機器保守
点検業務

令和8年4月1日 5,390,000
本施設の公害分析機器は、複数メーカーを所有し、その構造及び点検　方法等熟知する唯一の業
者であることから、競争入札に適しないため。

第２号

26
新見市クリーンセン
ター運転維持保守管
理業務

令和8年4月1日 45,100,000
　本施設のプラントメーカー運転管理専門業者で、施設固有の設備構成や制御システム等に関す
る専門知識を有しており、供用開始から継続して運転管理を実施して構造及び設備特性を熟知
し、緊急時のメーカーとの技術対応が迅速に図れることから、競争入札に適しないため。

第２号

23

令和８年度　新見市
営バス（寺下木の畝
線外４路線）運行業
務

令和8年4月1日 25,000

　選定業者は、ふれあいバス運行計画区域内で旅客運送事業を行っている４社が組織した組合であり、委
託業務に従事する２種免許を有し、経験豊富な従業員を複数雇用しており、運行業務の受託能力がある。
　また、選定業者は、これまでも複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事
情・道路状況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時
に迅速かつ柔軟な対応が可能で、かつ事業所と車両保管場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業
員の拘束時間を短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号

24
令和８年度　新見南
部乗合タクシー借上
車実証運行業務

令和8年4月1日 117,000

　選定業者は、新見南部乗合タクシー実証運行計画区域内にある事業者４社が組織した組合であり、運行
条件にある利用者の希望送迎時刻の３０分前後で自宅などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの
事業者であり、自社の事業用車両（緑ナンバー）を使用して運行業務を効率的に行うことが可能である。
　また、選定業者は、これまでも令和７年度の事業開始から同業務を受託してきた実績があり、運行区域
の交通事情・道路状況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していることか
ら緊急時に迅速かつ柔軟な対応が可能で、自社車両を使用することにより、車両回送・迎車時間の短縮を
図ることができる唯一の事業者であるため。

第２号

新見市金谷地内

新見市金谷地内

29
令和８年度新見市処
理センター前処理施
設点検整備業務

令和8年4月1日 42,900,000

　本施設のプラント設計施工業者で、施設固有の設備構成や制御システムに関する専門知識を有
し、施設性能及び安全性を適切に維持するためには、一体的な点検整備が必要となる。さらに不
具合発生時においても迅速な技術対応及び責任所持の明確化が図れることから、競争入札に適し
ないため。

第２号

30
令和８年度新見市処
理センター給水・散
水設備点検業務

令和8年4月1日 1,155,000
　本施設の給水・散水設備の保守点検を供用開始以降行ってきた実績、各種機器の取扱など熟知
し、緊急時に的確かつ迅速に対応・解決が可能であることから、競争入札に付することが不利と
するため。

第６号

27
新見市衛生センター
運転維持保守管理業
務

令和8年4月1日 33,440,000
　本施設のプラントメーカーで、施設固有の設備構成や制御システム等に関する専門知識を有し
ており、供用開始から継続して運転管理を実施して構造及び設備特性を熟知し、緊急時のメー
カーとの技術対応が迅速に図れることから、競争入札に適しないため。

第２号

28
新見市衛生センター
設備保守点検整備業
務

令和8年4月1日 27,060,000

　本施設のプラント設計施工業者で、施設固有の設備構成や制御システムに関する専門知識を有
し、施設性能及び安全性を適切に維持するためには、一体的な点検整備が必要となる。さらに不
具合発生時においても迅速な技術対応及び責任所持の明確化が図れることから、競争入札に適し
ないため。

第２号

新見市金谷地内

新見市金谷地内

新見市哲多町宮河内
地内

新見市哲多町宮河内
地内

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

健康福祉部 新見市新見310-3
社会福祉法人　新見市社会福祉
協議会

福祉課 新見市役所 新見市金谷６４０番地１

健康福祉部 新見市新見310-3
社会福祉法人　新見市社会福祉
協議会

福祉課 新見市役所 新見市金谷６４０番地１

健康福祉部 新見市金谷地内 社会福祉法人　健康の森学園

福祉課 新見市哲多町大野２０３４－５

健康福祉部 新見市全域
社会福祉法人　新見市社会福祉
協議会

福祉課 新見市金谷６４０番地１

健康福祉部 新見市全域
社会福祉法人　新見市社会福祉
協議会

福祉課 新見市金谷６４０番地１

健康福祉部 新見市全域
社会福祉法人　新見市社会福祉
協議会

福祉課 新見市金谷６４０番地１

健康福祉部 新見市全域
社会福祉法人　新見市社会福祉
協議会

福祉課 新見市金谷６４０番地１

健康福祉部 新見市新見地内 新見市高尾２４８８番地１３

福祉課
 特定非営利活動法人　ハートフ
ル・あしん

健康福祉部 新見市新見地内 新見市新見８３７番地

福祉課 特定非営利活動法人　風の音

産業部 新見市森林組合

林業振興課 新見市下熊谷407-2

32
令和８年度　新見市
生活困窮者家計改善
支援業務

令和8年4月1日 5,962,000

　本事業は、家計に問題を抱える要支援者からの相談に応じ、アセスメントを実施して個々人の状態にあったプラン
を作成し必要な支援を行うものであり、要支援者の多くは、複合化した課題を抱えているため、専門性はもちろんの
こと生活困窮者等の支援に精通した人材を適切に配置することが必要である。また、要支援者の中には相談窓口につ
ながりにくい場合があるため、地域や関係機関とのネットワークの強化を図りつつ、必要に応じて訪問を行うなど積
極的なアウトリーチを行い、早期把握の仕組みにつなげる必要がある。　以上から、本事業の実施に必要とする専門
的知識、技術及び経験を有する人材を有し、地域との強固なネットワークを市内全域に構築している法人は新見市社
会福祉協議会以外にはないため。

第２号

31
令和８年度　新見市
生活困窮者自立相談
支援業務

令和8年4月1日 19,418,300

　本事業は、生活困窮者等からの相談に応じ、アセスメントを実施して個々人の状態にあったプランを作成し、必要
なサービスの提供につなぐ支援を行うものであるため、専門的知識・技術を有する人材を適切に配置することが必要
である。また、本事業には地域ネットワークの強化・社会資源の開発などの地域づくりも含まれており、個人へのア
プローチのみならず地域に向けた取組みが必要となるため、様々な分野の関係機関やＮＰＯなどの民間団体、民生委
員、地域住民と緊密な連携が図れる必要がある。以上から、本事業の実施に必要となる専門的知識、技術及び経験を
有する人材を有し、地域との強固なネットワークを市内全域に構築している法人は新見市社会福祉協議会以外にはな
いため。

第２号

33

令和８年度　新見市
重症心身障害児者支
援事業（日中預か
り）

令和8年4月1日 5,191,000

　本業務は、医療的ケア児を含む重度の障害を持つ児童等への支援を実施するものであるため、重度の障
害をもつ児童に対応するノウハウが必要となる。（福）健康の森学園は、児童発達支援事業所を運営し、
障害をもつ児童への支援を実施しており、基本となる事業を展開している実績があり、本業務の実施に必
要となる医療的ケアが必要な重度の障害を持つ児童にも対応するノウハウをもつ市内唯一の法人であるた
め。

第２号

34
令和８年度　新見市
成年後見制度普及啓
発業務

令和8年4月1日 2,658,000

　本業務は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを担う中核機関の機能である成年後見制度の利用促進
と権利擁護の普及啓発について、さらなる推進を行うものである。
事業実施は、中核機関の運営と一体的に実施することが必要かつ最も効果的であることから、本業務を実
施できるのは、中核機関を運営する新見市社会福祉協議会のみであるため。

第２号

39
令和８年度　新見市
障害者地域活動支援
センターⅢ型事業

令和8年4月1日 3,186,900

　本事業は、新見市障害者地域活動支援センターにおいて、知的障害者に日中活動の場を提供するため、Ⅲ型福祉作
業所を開設するものであり、運営には知的障害者支援に関する専門的知識を有することが必要となる。当事業者は、
知的障害者が多く利用する日中一時支援事業を実施しており、知的障害への十分な理解と指導ノウハウをもってい
る。また、作業所の運営は、利用者との信頼関係と相談・指導に対する継続性がより求められることから、現在円滑
に運営している事業者を変更することは、利用者に不利益が生じることとなるため。

第２号

36
令和８年度　新見市
中核機関運営業務

令和8年4月1日 1,416,000

　本業務は、高齢者や障害者の権利擁護を支援する地域連携ネットワークを担う中核機関を運営するもの
であり、以下の条件が求められる。①市内全域にネットワークを有していること、②公平、中立な立場で
行政機関や司法機関、社会福祉施設等との調整能力を有していること、③老人福祉、障害者福祉に関する
専門的知識を有し、より公共的性格を有していること、④継続した運営を行う必要性があること。以上の
条件を満たし、本事業を実施できるのは、新見市社会福祉協議会のみであるため。

第２号

35
令和８年度　新見市
成年後見制度利用促
進体制整備推進業務

令和8年4月1日 2,083,000

　本業務は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを担う中核機関のコーディネート機能のさら
なる強化を図るものであり、中核機関の運営と一体的に実施することが必要であることから、本
業務を実施できるのは、中核機関を運営する新見市社会福祉協議会のみであるため。

第２号

40
令和8年度ナラ枯れ被
害拡大防止対策業務

令和8年4月17日 1,229,800
ナラ枯れに関する知識、ナラ枯れ対策における技術を有しているのは新見市森林組合のみであ
る。

第２号

37
令和８年度　新見市
権利擁護人材育成業
務

令和8年4月1日 1,419,000

　新見市社会福祉協議会は、本市の委託を受け、長年にわたり権利擁護支援の地域連携ネットワークを担
う中核機関を運営してきた実績と、法人自体が法人後見人として活動している実績を有している。本業務
は、権利擁護に関する専門的知識を有していること、より公共的性格を有していること、市民後見人の育
成及び活動支援を身近で継続的に実施する必要があること、中核機関の運営と一体的に実施することがよ
り効果的であることから、以上の条件を満たす法人は、当該法人のみである。

第２号

38
令和８年度　新見市
障害者地域活動支援
センターⅢ型事業

令和8年4月1日 5,303,700

  本事業は、新見市障害者地域活動支援センターにおいて、精神障害者に 日中活動の場を提供するため、Ⅲ型福祉
作業所を開設するものであり、運営には精神障害者支援に関する専門的知識を有することが必要となる。当事業者
は、長年にわたり精神障害者の家族会のサポートをしており、精神障害への十分な理解と指導ノウハウをもってい
る。また、作業所の運営は、利用者との信頼関係と相談・指導に対する継続性がより求められることから、現在円滑
に運営している事業者を変更することは、利用者に不利益が生じることとなるため。

第２号

新見市豊永赤馬

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

産業部 NTT西日本㈱岡山支店

林業振興課 岡山市北区中山下2丁目1番90号

建設部
新見市哲多町花木外

地内
岡山県土地改良事業団体連合会

下水道課
岡山市北区内山下一丁目３番７
号

建設部 新見市正田330-62
有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所

下水道課 下水道課
大阪府大阪市中央区今橋四丁目
１番１号　淀屋橋三井ビルディ
ング

建設部 新見市正田外地内 環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

建設部 新見市正田外地内 環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

建設部 新見市長屋外地内 環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

建設部 新見市足見外地内 環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

建設部 新見市足見外地内 環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

建設部 新見市上熊谷外地内 環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

建設部
新見市新見・神郷・

哲多地内
環境管理（有）

下水道課 新見市西方１５５８番地１

41
令和8年度新見市森林
ICTプラットフォーム
保守管理業務

令和8年4月1日 3,443,000

1）NTT西日本岡山支店は当該プラットフォーム構築業務を受託しており、システムの全容（ネットワーク、搭載デー
タ等）を熟知しているため、システムの不具合への迅速な対応、今後実施する様々な事業展開（データ追加、機能拡
張等）への柔軟な対応が可能である。
2）当該システムでは森林に関する個人情報を取り扱うことから、高いセキュリティの確保が必要である。当該シス
テムは、庁内ネットワークへの接続、管理サーバへのアクセスが生じることから、本市ネットワーク設備及びサーバ
管理に精通しているNTT西日本岡山支店による保守管理が最適である。

第２号新見市全域

44
令和８年度　公共下
水道事業　新見処理
区施設維持管理業務

令和8年4月1日 38,500,000

平成１３年より新見浄化センターの維持管理業務を実際に行い、設備および運転方法等を熟知しており、新見浄化セ
ンターの維持管理能力を十分に有している。汚泥運搬に必要となる産業廃棄物収集運搬許可を受けている。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）
にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村
が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

45

令和８年度　公共下水
道事業　新見処理区施
設維持管理業務（汚泥
運搬）（新見市正田か
ら真庭市または大佐）
（１トンあたり）

令和8年4月1日 5,280

平成１３年より新見浄化センターの維持管理業務を実際に行い、設備および運転方法等を熟知しており、新見浄化セ
ンターの維持管理能力を十分に有している。汚泥運搬に必要となる産業廃棄物収集運搬許可を受けている。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）
にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村
が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

42
令和８年度　農業集
落排水事業　施設監
視業務

令和8年4月27日 2,222,000
岡山県土地改良事業団体連合会は、農業集落排水事業の最適整備構想及び、機能診断調査業務を
受託しており、施設内容を熟知し既存データを活用することにより、業務価格の低減が図れる。

第６号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

43
令和８年度　新見市
下水道事業会計支援
業務

令和8年4月1日 1,562,000

　本市の下水道事業は令和２年度から公営企業会計に移行しており、予算及び決算の調製や将来的な経営状況の分析
等に関し、経験豊富で精通した公認会計士による指導・助言が必要であるため。
　また、令和２年度及び令和３年度に｢新見市下水道事業料金改定に関する業務｣「予算編成支援業務及び料金改定に
係るシミュレーション」の支援業務を有限責任監査法人トーマツが実施しており、また当業務も令和３年度から令和
７年度まで受託していることから、本市の下水道事業会計の実態を熟知しているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

48

令和８年度　農業集落
排水事業　農業集落排
水施設維持管理業務
（足見外６地区）（汚
泥引抜及び運搬）（１
ｍ３あたり）

令和8年4月1日 15,400

平成１３年より新見浄化センターの維持管理業務を実際に行い、設備および運転方法等を熟知しており、新見浄化セ
ンターの維持管理能力を十分に有している。汚泥運搬に必要となる産業廃棄物収集運搬許可を受けている。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）
にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村
が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

49

令和８年度　小規模
集合排水事業　小規
模集合排水施設維持
管理業務（寺元・上
太田、平田、蔵内浄
化センター）

令和8年4月1日 1,566,350

各浄化センターの維持管理業務を実際に行い、設備および運転方法等を熟知しており、小規模集合排水施設の維持管
理能力を十分に有している。新見市内での浄化槽汚泥の運搬に必要な新見市一般廃棄物収集運搬業許可（汚泥）を市
内業者では唯一受けている。下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年
５月２３日制定法第３１号）にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物業者等の受ける著しい影響を緩和する
ための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。市内業
者であり、緊急時の対応が可能である。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

46

令和８年度　特定環境
保全公共下水道事業
マンホールポンプ維持
管理業務委託（長屋・
唐松・哲多処理区）

令和8年4月1日 4,901,600

マンホールポンプの維持管理上必要となる、有資格者を擁している。（酸素欠乏作業主任者）市内業者であり、緊急
時の対応が迅速にできる。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）
にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村
が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

47

令和８年度　農業集
落排水事業　農業集
落排水施設維持管理
業務（足見外６地
区）

令和8年4月1日 12,540,000

新見市内での浄化槽汚泥の運搬に必要な新見市一般廃棄物収集運搬業許可（汚泥）を市内業者では唯一受けている。
市内業者であり、緊急時の対応が可能である。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）
にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村
が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

50
令和８年度　合併処
理浄化槽維持管理業
務

令和8年4月1日
63,597,720

（単価契約見込み総
額）

新見市内での浄化槽汚泥の運搬に必要な、新見市一般廃棄物収集運搬業許可（汚泥）を市内業者では唯一受けてい
る。市内業者であり、緊急時の対応が可能である。下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特
別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受
ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するよう
に求めているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

建設部 新見市正田地内 (株)川本

下水道課
岡山市北区芳賀５３２０番地の
１

建設部 新見市正田地内
メタウォーター（株）岡山営業
所

下水道課
岡山市北区北長瀬表町三丁目１
番１２号

教育部
新見市西方１２６３
番地２

公立大学法人新見公立大学

教育連携推進
課

公立大学法人新見公
立大学

新見市西方１２６３番地２

教育部 新見市高尾地内 未来教育総研有限会社

教育連携推進
課

倉敷市山地6-4

産業部 新見市内全域 （一社）新見市観光協会

観光課 新見市西方472-10

産業部 新見市豊永赤馬地内
ふれあいセンター満奇運営協議
会

観光課 新見市豊永赤馬２６３７－１

産業部 新見市豊永赤馬地内 満奇洞保存会

観光課 新見市豊永赤馬２４１６

産業部 新見市草間地内 有限会社秋山興業

観光課 新見市高尾２４７２－１２

産業部 新見市千屋花見地内 株式会社メンテック

観光課 新見市上市699番地1

市民生活部 新見①、神郷、哲西 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

52

令和８年度　公共下
水道事業　新見浄化
センター電気設備保
守点検業務

令和8年4月1日 15,950,000

新見浄化センターの電気設備は、平成１２年度の第１期工事と平成１４年度の第２期工事を富士
電機（株）岡山支店が受注し施工している。平成２１年度の第３期工事も同社の後継会社である
メタウォーター（株）が施工しており、電気機器類及びシステムに関して独自の技術が採用され
ていることから、他社でのメンテナンスは困難であるため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

53
令和８年度　公立大
学における地域連携
事業委託業務

令和8年4月1日 6,000,000

本事業は、新見公立大学の持つ知見や人材を活用するもので、新見市版地域共生社会構築計画に
定める「大学を活かしたまちづくり」地域共生社会推進事業の取組の一つであり、契約の性質が
競争入札に適さないため。

第２号

51

令和８年度　公共下
水道事業・特定環境
保全公共下水道事業
設備管理台帳保守管
業務

令和8年4月1日 2,310,000
当該台帳システムは、新見市の公共下水道・特定環境保全公共下水道の全ての施設整備の仕様に
合わせて独自に開発したシステムであり、システム運用上の効率性・合理性・操作性・利便性・
汎用性・品質・精度の確保等が本業者にしかできないため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

56
令和８年度　満奇洞

管理業務
令和8年4月1日 12,186,900

　ふれあいセンター満奇運営協議会は、地域運営組織である豊永支えあいネットや婦人会といった地域を
代表する団体と満奇洞の地元地区総代によって組織された団体であり、豊永地域の活性化と満奇洞の集客
増及びふれあいセンター満奇の管理を主目的としている。当協議会は、市が満奇洞の管理形態を直営から
委託へ変更した当初から管理業務を行っており、満奇洞とその周辺状況を熟知していることから適切な管
理が見込まれ、満奇洞の振興を図ることができるため。

第２号

57

令和８年度　満奇洞
周辺遊歩道等環境整
備及び花木等植栽業

務

令和8年4月1日 1,050,000

　満奇洞保存会は、地域住民によって組織された満奇洞周辺の管理を目的とした団体であり、業
務を確実に遂行できるため。また、満奇洞の活性化を図るためには、満奇洞周辺の魅力向上が不
可欠であり、定期的な遊歩道等の整備や植栽の手入れが必要である。地域住民で構成される当該
団体による環境整備は、来洞客へのイメージ向上に繋がるだけでなく、地域住民の美化意識の向
上及び緊急時の円滑な協力関係に繋がり、観光地としてふさわしい環境や景観を保つことができ
るため。

第２号

54
令和8年度寺子屋にい
み運営事業委託業務

令和8年4月1日 12,000,000

本業務は、通常の塾の運営だけでなく、講師を努める大学生に対し、三大検定合格に向けた指導
法などを教えるノウハウと実績のある業者でなければ運営することができないため、競争入札に
適さないと判断し、令和７年度より、適正に運営を行っている本事業者と随意契約を締結するも
の。

第２号

55
令和８年度　新見市
公式観光ホームペー

ジ運用業務
令和8年4月1日 1,430,000

（一社）新見市観光協会は、飲食店等も含めた市内観光関係事業者の共同体であることから、観光HPに掲載されてい
る飲食店やお土産店などの最新の情報を把握することが可能である。また、令和３年度には本市観光パンフレット作
成業務やにーみん食ーぽん事業を受託していることから、観光HPに掲載されている観光施設や飲食店等の情報をすで
に細かく把握できているとともに、展開の早い観光業界での迅速な情報更新などにも対応できることから、効果的、
効率的に観光HPを運用できる事業者は同協会だけである。なお、本市観光HPの運用システムは、同協会が運用してい
るHPと同じシステムを使用しているため、システム操作においても同協会は効率的に実施できる。

第２号

60
令和８年度　可燃ご
み収集運搬業務

令和8年4月1日 113,080,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

58
令和８年度　絹掛の
滝公衆便所清掃業務

令和8年4月1日 1,210,000

　有限会社秋山興業は、本市の建物清掃業務における指名願い提出業者であり、これまで業務を
着実に履行し、本公衆便所を安定的に清潔な状態に保っている。本公衆便所は、その立地状況か
ら季節に応じた清掃作業が必要であるが、同社はこれまで本業務に携わってきたことから、季
節、天候に応じた対応及び早朝からの作業も可能で、本公衆便所を清潔に保つことができるた
め。

第２号

59
令和８年度　新見千
屋温泉いぶきの里浴

室内清掃業務
令和8年4月23日 3,509,000

　令和８年４月１日から、新見千屋温泉いぶきの里指定管理者変更に伴い、新たな指定管理者が
５月１日の営業再開に向けて準備を行っていたところ、浴室内の天井や浴槽等へカビや長年の使
用による汚れの付着を確認した。４月２２日現地にて確認したところ、カビや汚れが来館者へ不
快感を与えかねないことや、安全衛生上の観点から清掃業務が必要と判断された。当該清掃業務
は、営業再開までに実施する必要があり、（株）新見メンテックは、早急に対応することができ
るため。

第５号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

市民生活部 新見② 有限会社ビホクメンテナンス

生活環境課 新見市高尾２４６８番地６

市民生活部 新見③ 株式会社秋山商店

生活環境課 新見市新見７２３番地１

市民生活部 大佐 有限会社ジィー・ツー・アール

生活環境課
新見市大佐小阪部１４６０番地
７

市民生活部 哲多 清水商会有限会社

生活環境課
新見市哲多町矢戸６９９番地１
２

市民生活部
新見①、大佐、神

郷、哲西
にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 新見② 有限会社ビホクメンテナンス

生活環境課 新見市高尾２４６８番地６

市民生活部 新見③ 株式会社秋山商店

生活環境課 新見市新見７２３番地１

市民生活部 哲多 清水商会有限会社

生活環境課
新見市哲多町矢戸６９９番地１
２

市民生活部 大佐、神郷、哲西 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 新見、哲多 株式会社秋山商店

生活環境課 新見市新見７２３番地１

61
令和８年度　可燃ご
み収集運搬業務

令和8年4月1日 24,200,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

64
令和８年度　可燃ご
み収集運搬業務

令和8年4月1日 23,320,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

65
令和８年度　容器物
収集運搬業務

令和8年4月1日 38,390,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

62
令和８年度　可燃ご
み収集運搬業務

令和8年4月1日 4,895,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

63
令和８年度　可燃ご
み収集運搬業務

令和8年4月1日 15,973,100

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

68
令和８年度　容器物
収集運搬業務

令和8年4月1日 7,040,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

69
令和８年度　古紙・
古布収集運搬及び再
資源化促進業務

令和8年4月1日 9,130,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

66
令和８年度　容器物
収集運搬業務

令和8年4月1日 6,490,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

67
令和８年度　容器物
収集運搬業務

令和8年4月1日 1,430,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

70
令和８年度　古紙・
古布収集運搬及び再
資源化促進業務

令和8年4月1日 11,990,000

　一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市
民生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

市民生活部 大佐、神郷、哲西 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 新見① 株式会社秋山商店

生活環境課 新見市新見７２３番地１

市民生活部 新見② 矢庭商事有限会社

生活環境課 新見市大佐田治部１４２２番地

市民生活部 哲多 清水商会有限会社

生活環境課
新見市哲多町矢戸６９９番地１
２

市民生活部 新見①、神郷、哲西 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 新見② 有限会社ビホクメンテナンス

生活環境課 新見市高尾２４６８番地６

市民生活部 新見③ 株式会社秋山商店

生活環境課 新見市新見７２３番地１

市民生活部 新見④ 矢庭商事有限会社

生活環境課 新見市大佐田治部１４２２番地

市民生活部 大佐 有限会社ジィー・ツー・アール

生活環境課
新見市大佐小阪部１４６０番地
７

市民生活部 哲多 清水商会有限会社

生活環境課
新見市哲多町矢戸６９９番地１
２

72
令和８年度　不燃物
収集運搬業務

令和8年4月1日 8,910,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

73
令和８年度　不燃物
収集運搬業務

令和8年4月1日 4,270,200

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成２１年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

71
令和８年度　不燃物
収集運搬業務

令和8年4月1日 6,490,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

76
令和８年度　プラス
チック収集運搬業務

令和8年4月1日 8,690,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

77
令和８年度　プラス
チック収集運搬業務

令和8年4月1日 7,700,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

74
令和８年度　不燃物
収集運搬業務

令和8年4月1日 2,508,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

75
令和８年度　プラス
チック収集運搬業務

令和8年4月1日 22,880,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

80
令和８年度　プラス
チック収集運搬業務

令和8年4月1日 9,240,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

78
令和８年度　プラス
チック収集運搬業務

令和8年4月1日 4,752,000

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成２１年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

79
令和８年度　プラス
チック収集運搬業務

令和8年4月1日 5,428,500

一般廃棄物収集運搬業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民
生活に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案
し、平成１７年から継続して当該地区の当該業務を完遂している上記業者に委託することが、複
雑な収集日程においても、円滑で正確な業務履行が見込まれるため。

第６号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

市民生活部 土橋 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 高尾・土橋 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 長屋 岡本 　順雄

生活環境課 新見市新見３２１番地５

市民生活部 高尾 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 土橋 にいみ清掃株式会社

生活環境課 新見市高尾２３０４番地１

市民生活部 新見 株式会社五輪

生活環境課
富山県富山市奥田新町１２番３
号

健康福祉部
社会福祉法人
新見市社会福祉協議会

高齢者支援課 新見市金谷６４０番地の１

健康福祉部
社会福祉法人
新見市社会福祉協議会

高齢者支援課 新見市金谷６４０番地の１

健康福祉部
一般社団法人
新見市医師会

高齢者支援課 新見市高尾２３０６番地５

健康福祉部 株式会社いくよう

高齢者支援課
東京都渋谷区恵比寿１丁目５番７号
昭和えびすビル６０２号室

81
令和８年度　空きび
ん中間保管及び再資
源化促進業務

令和8年4月1日 2,200,000

一般廃棄物処分業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民生活
に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案し、平
成１７年から継続して当該業務を完遂している上記業者に委託することが、円滑で正確な業務履
行が見込まれるため。

第６号

84
令和８年度　ペット
ボトル選別及び圧縮
梱包業務

令和8年4月1日 198,000

一般廃棄物処分業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民生活
に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案し、平
成１８年から継続して当該業務を完遂している上記業者に委託することが、円滑で正確な業務履
行が見込まれるため。

第６号 単価契約

85
令和８年度　プラス
チック選別及び梱包
業務

令和8年4月1日 19,800,000

一般廃棄物処分業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民生活
に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案し、平
成２１年から継続して当該業務を完遂している上記業者に委託することが、円滑で正確な業務履
行が見込まれるため。

第６号

82
令和８年度　プラス
チック類中間保管及
び再資源化促進業務

令和8年4月1日 6,930,000

一般廃棄物処分業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民生活
に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案し、平
成１７年から継続して当該業務を完遂している上記業者に委託することが、円滑で正確な業務履
行が見込まれるため。

第６号

83
令和８年度　金属類
中間処理及び再資源
化促進業務

令和8年4月1日 7,810,000

一般廃棄物処分業務は、万が一にも停滞することなく、円滑な業務遂行が要求される、市民生活
に密着した重要な業務である。そのため、業者の技術、経験、実績、人員等の実情を勘案し、平
成１７年から継続して当該業務を完遂している上記業者に委託することが、円滑で正確な業務履
行が見込まれるため。

第６号

88
令和８年度　新見市
地域住民ふれあい支
援事業委託

令和8年4月1日 5,528,600
本業務は高齢者を対象とした活動の場づくりの提供と、取組を支援するものであり、地域の実態
やニーズの把握が必要である。市内全域にネットワークがあり、高齢者のニーズ把握や地域の実
情に応じた取組支援を行うことができるのは新見市社会福祉協議会だけである。

第２号

89
令和８年度　在宅医
療・介護連携推進事
業実施業務

令和8年4月1日 4,900,000

本事業は、在宅医療・介護の連携を図るため、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を目的と
している。そのためには日頃から市内の医療関係機関と介護関係機関と連携をとる必要があり、
市内で本事業が実施できるのは、医療・介護の連携拠点「在宅医療・介護連携支援センターまん
さく」を設置している新見医師会のみである。

第２号

86
令和８年度　新見市
営斎場「明月苑」火
葬業務

令和8年4月1日 15,400,000

　本業務は、厳正かつ適正な業務遂行と信頼性の確保が求められるとともに、火葬は滞らせることができ
ない特殊な業務であり、豊富な経験や施設の構造や性能を熟知している必要があるため、短期間で他の業
者へ引き継ぐことが困難である。上記業者は、本業務を委託にした平成２１年度から本業務の確実な履行
を行ってきた実績がある唯一の業者であり、適切な施設運営や業務の履行を達成する上で競争入札に適さ
ないため。

第２号

87

令和８年度　生活支
援コーディネーター
事業（第２層）実施
業務

令和8年4月1日 19,870,000

地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者や中間支援を行う団体であっ
て、地域コーディネート機能を適切に担うことができる者が生活支援コーディネーターの資格・
要件となっており、生活支援に専門的知識と経験を有する団体は、本市内には新見市社会福祉協
議会しかないため。

第２号市全域

市全域

市全域

90
リエイブルメントプ
ログラム導入支援業
務

令和8年4月1日 3,289,000

介護予防・日常生活支援総合事業の短期集中サービス「リエイブルメントプログラム」を導入す
るためには、庁内を含む関係機関との調整やプログラム実施者への研修に至るまで総合的な支援
を必要とする。これらに精通しているのは、唯一、リエイブルメントプログラムの導入支援を
行っている株式会社いくようのみである。

第２号市全域

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

健康福祉部
社会福祉法人
新見市社会福祉協議会

高齢者支援課 新見市金谷６４０番地の１

総務部 株式会社　ぎょうせい中国支社

総務課 新見市新見地内
広島市中区三川町２番１０号愛
媛ビル・広島５階

総務部 新見市新見310-3 セコム（株）

総務課 新見市役所南庁舎　外 東京都渋谷区神宮前1-5-1

総務部 新見市新見310-3 (有)新見クリーンサービス

総務課 新見市役所　外 新見市下熊谷1545-3

総務部 新見市新見310-3 山陽環境開発（株）

総務課 新見市役所南庁舎　外 新見市高尾2304-1

総務部 新見市足立3852-1 環境管理有限会社

総務課 新見市足立会館　外 新見市西方1558-1

総務部 新見市新見310-3 （一社）中国電気保安協会

総務課 新見市役所　外 広島市東区二葉の里3-5-7

総務部 新見市新見310-4
三菱電気ビルソリューションズ
（株）中国支社

総務課 新見市役所　外 広島市中区中町7-22

産業部 新見市　全域　地内 （株）あわえ

産業振興課
徳島県海部郡美波町日和佐浦１
１４番地

産業部 新見市　全域　地内 一般社団法人　新見市観光協会

産業振興課 岡山県新見市西方４７２－１０

92

令和８年度　新見市
例規執務サポートシ
ステムデータ作成等

業務

令和8年4月1日 4,434,100

本市の例規は、市町合併時に株式会社ぎょうせいがデータベース構築を行っており、例規データ
の更新作業等は同社でなければ行うことができない。他社のシステムへの移行は、内容の整合性
の確認などに膨大な業務が生じ、移行期間が数か月必要となることが想定され、業務に支障があ
ることから困難である。

第２号

93
令和８年度公共施設
警備保障業務委託

令和8年4月1日 3,717,120
警備業については、平成19年3月27日付け岡山県警本部通達の「警備業法の運用について」におい
て、警報受信時から25分以内に警備員を現場到着させるよう努力義務が定められている。この条
項に対応できる業者は、市内に待機所を設置するセコム（株）のみである。

第２号

91
新見市独居高齢者宅
戸別訪問業務

令和8年4月1日 訪問1件当たり500
本事業は市内の独居高齢者宅を戸別訪問し安否確認等の見守りを行うものであり、市内全域をカ
バーできるのは、各地域の実情に精通した福祉委員組織を有しており、また民生委員と連携がと
れる新見市社会福祉協議会しかないため。

第２号
執行見込
2,760千円
（税込）

市全域

96
令和８年度公共施設
合併処理浄化槽等維

持管理業務
令和8年4年1日 22,040,455

合併処理浄化槽の維持管理上必要となる有資格者（浄化槽管理士）を擁しており、新見市から浄
化槽清掃業許可証の交付を受けた業者である。
また、岡山県から以下の営業区域について、浄化槽保守点検業者登録証の交付を受けた業者であ
る。【営業区域：新見市（大佐区域を除く）】

第２号

97
令和８年度自家用電
気工作物保安管理業

務
令和8年4月1日 17,204,000

電気事業法に基づく保安管理は、電気主任技術者の資格が必要であり、電気工作物の保安管理に
ついては、電気事業法の保安規定により電気主任技術者を定める必要がある。公共施設の保安管
理を一括して実施できるのは、電気保安を専門に実施する中国電気保安協会のみである。

第６号

94
令和８年度本庁舎・

南庁舎清掃業務
令和8年4年1日 8,470,000

ワックス塗布、窓ガラス清掃を行う上で、特殊機械、高所作業車の使用が必要不可欠であり、当
業者であれば施設の構造、作業内容を熟知していることから、適正な財産管理に資することがで
きるため。

第６号

95
令和８年度グリスト
ラップ等清掃業務

令和8年4年1日 4,000,700
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１４条第１項に基づく、許可を受けた業者の内、当業
務に必要な高圧吸引車、高圧洗浄車を保有している市内唯一の業者である。

第６号

100

令和８年度　ＩＣＯ
ＣＡを活用した地域
活性化プロジェクト

運営業務

令和8年4月1日 41,591,000

本業務は、ＪＲ西日本が発行するＩＣＯＣＡを活用したキャッシュレス化の推進と地域経済の活
性化を目的としており、地域ポイント（にーみんポイント）を流通させるため、市内業者や関係
事業者・機関・団体との連携が図れる一般社団法人新見市観光協会に委託して現在の業務形態を

構築していることから、市内でほかに受託可能な団体が無いため。

第２号

98
令和８年度　新見市
昇降機保守点検業務

令和8年4月1日 9,117,504

管理昇降機は全て三菱電機製であり、三菱電機（株）関連会社である三菱電機ビルテクノサービ
ス（株）へ委託することで、修理・故障時において、部品調達等で迅速な対応が可能である。ま
た、保守点検項目には遠隔監視による装置も含まれ、監視元である同社のみが、当装置の保守点
検が可能である。

第２号

99
令和８年度　新見市
地方創生テレワーク
推進事業支援業務

令和8年4月1日 2,530,000

（株）あわえは、本市の「サテライトオフィス誘致戦略書」の策定に関わっており、本市の地域
課題や強みを熟知していること、また、令和６年度と令和７年度に地方進出検討企業と本市との
商談の場を設定し、そのうちの数社とは進出に向けた協議が行われている状況であることから、
競争入札に適さないと判断し、同社に本業務を委託するものである。

第２号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

健康福祉部
岡山県貨物運送（株）新見営業
所

子育て支援課
課

新見市新見３３４番地１

健康福祉部
公立大学法人　新見公立大学
理事長　　公文　裕巳

子育て支援課
課

新見市西方１２６３番地２

健康福祉部
公立大学法人　新見公立大学
理事長　　公文　裕巳

子育て支援課
課

新見市西方１２６３番地２

建設部 応用地質（株）岡山営業所

建設課 岡山市北区桑田町18番21号

建設部 新見市　全域　地内
公益財団法人　岡山県健康づく
り財団

上水道課 岡山市北区平田４０８番地－１

建設部 新見市　全域　地内
愛知時計電機株式会社　大阪支
店

上水道課
大阪市淀川区三津屋北二丁目２
２番５号

建設部
新見市　給水区域

地内
有限責任監査法人トーマツ大阪
事務所

上水道課
大阪府大阪市中央区今橋四丁目１番
１号　淀屋橋三井ビルディング

建設部
新見市　水道事業給

水区域　地内
フジ地中情報（株）岡山支店

上水道課 岡山市北区平田１５９－１０４

建設部
（株）新見まちづくりカンパ
ニー

都市整備課 新見市井倉５５０番地の１

教育部 新見市文化協会

生涯学習課 新見市新見８２３－１

101
令和８年度　保育所
及び認定こども園給

食輸送業務
令和8年4月1日 7,471,200

岡山県貨物運送（株）新見営業所は、これまで副菜の配送だけでなく、令和７年１１月から主食の配送も
行っている実績があり、そのための専用の配送車を確保できている。また、各園の配膳室及び調理室への
配送コースを熟知しており、安全な給食提供に向けた給食配送業務について遂行能力を有している。ま
た、学校給食衛生管理基準に伴い検便実施者であり、複数の運転手を確保し、緊急時の運転手の代替え体
制を整えている。

第２号
新見市西方、新見、

上市、正田地内

104
道路防災点検管理シ

ステム整備業務
令和8年4月1日 3,498,000

　本市が使用している『道路防災点検管理システム』は、令和２年度より新見市建設業者等指名
審査委員会で決定した当該業者が開発・構築したシステムであり、著作権も保護されている。
　また、本システムに障害や不具合が生じた際の保守業務についても、当該業者しか対応できな
いため、本委託業務を履行できる唯一の業者となる。

第２号

105
令和８年度　水道水
水質検査業務（単価

契約）
令和8年4月1日 37,084,300

　当該事業者は、（公社）日本水道協会が水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）に認定してい
る県内唯一の事業者であり、県内の多くの水道事業者も同様に水質検査を依頼しているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

102

令和8年度　地域子育
て支援事業（子育て
広場及び子育て支援
センター運営業務）

令和8年4月1日 10,722,000

新見公立大学は、子育てに関する専門知識を有し、各諸団体や支援者とのネットワークをすでに
構築し、組織体制が整備されている市内唯一の機関である。また、平成21年度に県が新見公立大
学を「おかやま子育てカレッジ」に指定し、にいみ子育てカレッジ交流ひろば「にこたん」を開
設した。また、平成26年度から新見市子育て支援センターも開設している。

第２号

103

令和8年度　新見市
ファミリー・サポー
ト・センター事業業

務

令和8年4月1日 2,043,180
新見公立大学は、子育て支援センターや子育て広場を運営しており、子育て支援拠点となってい
る。広場の利用時や土曜日等にファミリー・サポートの手続きができ、タイムリーに子どもを預
けられる環境が整っている、市内唯一の機関である。

第２号

新見市西方地内

新見市西方地内

新見市全域

108
令和８年度　水道施
設情報管理システム
メンテナンス業務

令和8年4月1日 990,000

（１）本システムは、見積徴取業者が開発し、著作権により保護されているパッケージシステム
であり、システムの運用が見積徴取業者にしかできないため。
（２）見積徴取業者の作業員は、作業内容を熟知しており、打ち合わせ協議費用が発生せず、ま
た、既存施設等のデータも保有しており、トータルコストを削減できるため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

109
令和８年度　新見駅
周辺みらいプロジェ
クト運営支援業務

令和8年4月17日 5,720,000
（株）新見まちづくりカンパニーは、まちづくりを主たる目的とした事業者であり、「新見駅周
辺まちづくり基本構想」に基づく本エリアのまちづくりに密接に関係しているとともに、本市内
においてまちづくりを主たる目的とした事業者は本事業者以外には無い。

第２号

106
令和８年度　水道施
設遠隔監視システム

保守点検業務
令和8年4月1日 5,610,000

（１）愛知時計電機(株)独自のシステムのため、他の業者では点検及び緊急対応が不可能であ
る。
（２）平成１２年度に整備された集中監視システム（旧遠隔監視システム）の保守点検業者であ
り、また、令和元年度に完了したシステム更新工事の受注者かつ遠隔監視システムの製造メー
カーである。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

107
令和８年度　新見市
水道事業会計支援業

務
令和8年4月1日 1,562,000

（１）本市の水道事業は、令和２年度から簡易水道事業と経営統合し、将来的な経営状況の分析
等を踏まえた予算編成などに関し、本市の経営状況に精通した公認会計士による適切な指導・助
言が必要であるため。
（２）令和２年度から新見市水道事業会計支援業務を有限責任監査法人トーマツが実施してお
り、本市の水道事業会計の実態を熟知しているため。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

新見市西方・高尾地内

110
生涯学習センター

団体活動室管理運営
委託業務

令和8年4月1日 1,080,000

新見市文化協会は、新見市の文化・芸術活動の中心的組織として設立された団体であり、団体活
動室の利用団体との連携や各種調整を円滑に実施することができる。また、新見市文化協会はこ
れまで当施設の管理運営に長年携わってきており、必要とする知識や経験等を有し、総合的に適
切な管理運営を行うことができる団体である。

第２号新見市新見

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

健康福祉部 新見市新見310-3 社会福祉法人旭川荘

健康医療課 新見市役所 岡山市北区祇園８６６

健康福祉部 新見市内 新見市愛育委員会

健康医療課 全域 新見市新見３１０－３

健康福祉部 岡山県内
公益社団法人　岡山県医師会
他５社

健康医療課 岡山市北区駅元町１９－２　外

健康福祉部 新見市内
（一社）新見医師会他
　市内外６医療機関

健康医療課
庄原市、鳥取県日野
郡日野町、日南町内

新見市高尾２３０６－５
他哲多町、庄原市、鳥取県日野
郡

健康福祉部 岡山県内 （公社）岡山県医師会

健康医療課 岡山市北区駅元町１９番２号

健康福祉部 岡山県内
（医）国際貢献大学校医療機構
国際大学校メディカルクリニッ
ク　外３社

健康医療課
新見市哲多町本郷１３３４－１
外

健康福祉部 新見市上市15-1
株式会社山陽レイスポーツ　代
表取締役　矢野　恒一

健康医療課 新見市健康増進施設 岡山市南区泉田１丁目７－６

健康福祉部 新見市内 （一社）新見医師会

健康医療課
新見市休日診療所及

び各担当病院
新見市高尾２３０６番地５

健康福祉部 新見市内 岡山済生会総合病院

健康医療課 全域 岡山市北区国体町２番２５号

健康福祉部 新見市内 （一社）新見医師会　外１社

健康医療課 全域 新見市高尾２３０６番地５　外

112
母子保健事業並びに

公衆衛生業務
令和8年4月1日 5,400,000

本業務は、母性及び乳幼児の保健衛生並びに公衆衛生思想の普及徹底を図り、市民の健康の保持
増進と地域福祉の充実を図ることを目的とし実施ており、新見市愛育委員会は、本業務を委託で
きる唯一の団体であり、契約目的・性質が競争入札に適さないため。

第２号

113

健康診査業務（妊
婦・産婦・乳幼児健
診）及び審査支払業

務

令和8年4月1日
年間の延べ利用数に応じ

た額　単価契約
予定総額14,091,000

本業務に係る専門的知識を有することが必須であり、当該業務を実施できるのは医療機関のみで
あり、契約目的・性質が競争入札に適さないため。 第２号

111
要観察児支援事業

業務
令和8年4月1日 1,224,643

社会福祉法人旭川荘は、要観察児の診断から療育訓練までを一貫して実施する県内唯一の専門機
関であり、当該業務を委託できるのは同団体だけであるため。

第２号

116 産後ケア事業 令和8年4月1日
年間の延べ利用数に応じ

た額　単価契約
予定総額1,457,500

当該事業を実施できるのは、産前から産後における妊産婦への専門的包括支援を行うことができ
る医療機関・助産所だけである。
市民の利用が見込まれる市内及び近隣市町の医療機関・助産所と契約する必要があり、契約目
的・性質が競争入札に適さないため。

第２号

117
生き生き健康アップ

支援事業
令和8年4月1日 10,175,000

本事業は、健康増進施設「げんき広場にいみ」を利用することを前提としており、同施設の指定
管理者である㈱山陽レイスポーツ以外に受託できる事業者がないため。

第２号

114 予防接種業務 令和8年4月1日
年間の延べ利用数に応じ

た額　単価契約
予定総額95,531,000

予防接種業務を実施できるのは医療機関のみであり、市民の利用が見込まれる市内及び近隣市町
の医師会・医療機関と契約する必要があり、契約目的・性質が競争入札に適さないため。 第２号

115
相互乗り入れ予防接
種業務

令和8年4月1日
年間の延べ利用数に応じ

た額　単価契約
予定総額10,243,662

予防接種業務は医療機関のみ実施可能である。また、市外医療機関にかかりつけ医がいる市民が
予防接種を受ける機会を設けるため、岡山県医師会と契約する必要があり、契約の目的が競争入
札に適さないため。

第２号

120
健康診査等業務（個

別検診）
令和8年4月1日

年間の延べ利用数に応じ
た額　単価契約

予定総額10,380,693

各種検診業務は医療機関に限られており、市内の医療機関を総括するのは一般社団法人新見医師
会であることから、医師会を窓口に契約することによって、円滑な業務の遂行が可能である。ま
た、国際貢献大学校メディカルクリニックについては、医師会の非会員であることから、業務を
委託するため、別途契約を締結するものである。

第２号

118 休日診療業務 令和8年4月1日

年間の延べ開設日数に応
じた額　単価契約

予定総額
6,600,000

診療及び日程調整は、市内医療機関が加入する（一社）新見医師会によってのみ実施可能である
ため。

第２号

119
健康診査等業務（集

団検診）
令和8年4月1日

年間の延べ利用数に応じ
た額　単価契約

予定総額12,179,620

県内の集団検診実施医療機関のうち、本市が提示した検診期間において業務が実施できるのは、
岡山済生会総合病院のみであるため。

第２号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

健康福祉部 新見市内 新見市栄養改善協議会

健康医療課 全域 新見市新見３１０－３

市民生活部 新見市新見310-3 医療法人思誠会渡辺病院外２件

市民課 新見市役所 新見市高尾２２７８番地１

市民生活部 新見市新見310-3 一般社団法人新見医師会外２件

市民課 新見市役所 新見市高尾２３０６番地５

市民生活部 新見市新見310-3 岡山済生会総合病院

市民課 新見市役所 岡山市北区国体町２番２５号

市民生活部 新見市新見310-3 医療法人思誠会渡辺病院

市民課 新見市役所 新見市高尾２２７８番地１

教育部 新見市 備北バス（株）

学校教育課 下熊谷～新見地内
岡山県高梁市川上町領家３８１
番地１

教育部 新見市 備北バス（株）

学校教育課 唐松～石蟹地内
岡山県高梁市川上町領家３８１
番地１

教育部 新見市 備北バス（株）

学校教育課 菅生～上熊谷地内
岡山県高梁市川上町領家３８１
番地１

教育部 新見市 備北バス（株）

学校教育課 千屋花見～上市地内
岡山県高梁市川上町領家３８１
番地１

教育部 新見市 備北バス（株）

学校教育課 井倉・草間～石蟹地内
岡山県高梁市川上町領家３８１
番地１

121 食生活改善事業 令和8年4月1日 2,700,000
本事業は、食生活改善により生活習慣病予防、介護予防をすすめ、市民の健康と福祉の向上を目
的としている。栄養委員（栄養教室修了者）で構成された「新見市栄養改善協議会」は、本事業
を効果的かつ効率的に実施できる唯一の非営利ボランティア団体であるため。

第２号

124
令和8年度新見市特定
健康診査（集団検
診）業務

令和8年4月1日
年間延べ受診者数に応
じた額　単価契約
予定総額11,144,100

集団検診は約2か月にわたり市内10会場を巡回し健診している。県内の集団検診実施医療機関であ
り、本市が提示した健診期間において、巡回対応が可能な医療機関は上記業者のみであり、指名
業者が本業務を実施することが適当であり、競争入札に適さないため。

第２号

125
令和8年度後期高齢者
人間ドック業務

令和8年4月1日
年間延べ受診者数に応
じた額　単価契約
予定総額1,039,000

本業務は、市内医療機関での実施を原則としている。現在市内の医療機関で短期人間ドックを実
施できる医療機関は、渡辺病院であり、指名業者が本業務を実施することが適当であり、競争入
札に適さないため。

第２号

122
令和8年度新見市国民
健康保険人間ドック
業務

令和8年4月1日
年間延べ受診者数に応
じた額　単価契約　予
定総額21,175,060

本業務は、市内医療機関での実施を原則としている。現在市内の医療機関で人間ドックを実施で
きる医療機関は、渡辺病院、長谷川紀念病院（脳ドックのみ）であり、指名業者が本業務を実施
することが適当であり、競争入札に適さないため。

第２号

123
令和8年度新見市特定
健康診査（個別検
診）業務

令和8年4月1日
年間延べ受診者数に応
じた額　単価契約
予定総額18,675,465

・個別検診は、利便性から市内医療機関の受診としており、市内医療機関とは新見医師会と国際
貢献大学校メディカルクリニックであるため、指名業者が本業務を実施することが適当であり、
競争入札に適さないため。
・倉敷平成病院は、新見市国保人間ドック事業を委託する予定であり、当該人間ドック受診者を
特定健康診査の受診者として取り扱うため。

第２号

128
令和８年度 塩城小
学校通学バス（天原
線）運行業務

令和8年4月1日 9,863,700

指名業者は運行区間にて乗合バス事業を営む唯一の事業者である。児童を安全に輸送できる車両を年間を
通して配備することが可能で、多年にわたり通学バス運行業務を受託して安全輸送の実績を重ねており、
業務の内容にも精通している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、多数の運転手を雇用し、
市内中心部に営業所を構えて常時十数台の車両を運行している当該業者以外にないため。

第２号

129
令和８年度 上市小
学校通学バス（千屋
線）運行業務

令和8年4月1日 10,649,100

指名業者は運行区間にて乗合バス事業を営む唯一の事業者である。児童を安全に輸送できる車両を年間を
通して配備することが可能で、多年にわたり通学バス運行業務を受託して安全輸送の実績を重ねており、
業務の内容にも精通している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、多数の運転手を雇用し、
市内中心部に営業所を構えて常時十数台の車両を運行している当該業者以外にないため。

第２号

126
令和８年度 思誠小
学校通学バス（下熊
谷線）運行業務

令和8年4月1日 8,367,700

指名業者は運行区間にて乗合バス事業を営む唯一の事業者である。児童を安全に輸送できる車両を年間を
通して配備することが可能で、多年にわたり通学バス運行業務を受託して安全輸送の実績を重ねており、
業務の内容にも精通している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、多数の運転手を雇用し、
市内中心部に営業所を構えて常時十数台の車両を運行している当該業者以外にないため。

第２号

127
令和８年度 新見南
小学校通学バス(唐松
線)運行業務

令和8年4月1日 8,685,600

指名業者は運行区間にて乗合バス事業を営む唯一の事業者である。児童を安全に輸送できる車両を年間を
通して配備することが可能で、多年にわたり通学バス運行業務を受託して安全輸送の実績を重ねており、
業務の内容にも精通している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、多数の運転手を雇用し、
市内中心部に営業所を構えて常時十数台の車両を運行している当該業者以外にないため。

第２号

130

令和８年度 新見南
中学校通学バス（井
倉・草間線）運行業
務

令和8年4月1日 11,370,700

指名業者は運行区間にて乗合バス事業を営む唯一の事業者である。生徒を安全に輸送できる車両を年間を
通して配備することが可能で、多年にわたり通学バス運行業務を受託して安全輸送の実績を重ねており、
業務の内容にも精通している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、多数の運転手を雇用し、
市内中心部に営業所を構えて常時十数台の車両を運行している当該業者以外にないため。

第２号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

教育部 新見市 備北バス（株）

学校教育課 土橋・豊永～石蟹地内
岡山県高梁市川上町領家３８１
番地１

教育部 新見市 草間カルスト観光（株）

学校教育課 豊永佐伏～草間地内 新見市草間１４９８番地

教育部 新見市 草間カルスト観光（株）

学校教育課
法曽・井倉・足見
～石蟹地内

新見市草間１４９８番地

教育部 新見市 （有）黒田商事
指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。

学校教育課
神郷高瀬～神郷下神
代・高尾地内

新見市千屋９０４－１
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

教育部 新見市 （有）黒田商事

学校教育課 神郷油野～高尾地内 新見市千屋９０４－１

教育部 新見市 （有）黒田商事

学校教育課 神郷釜村～高尾地内 新見市千屋９０４－１

教育部 新見市 阿新クレーン（株）

学校教育課 神郷下神代～高尾 新見市哲多町宮河内９５

教育部 新見市 阿新クレーン（株）

学校教育課 哲多町全域 新見市哲多町宮河内９５

教育部 新見市 （有）井山商店

学校教育課 大佐全域 新見市大佐小阪部２５６１－３

教育部 新見市 山佐（株）ドローン事業室

学校教育課 全域 新見市下熊谷２３－４

132

令和８年度 草間台
小 学 校（ 全域 ）ス
クールバス運行管理
業務

令和8年4月1日 6,677,000

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

133

令和８年度 新見南
小 ・ 新見 南中 （法
曽 ・ 井倉 ・足 見地
区）スクールバス運
行管理業務

令和8年4月1日 13,343,000

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

131

令和８年度 新見南
中学校通学バス（豊
永線下校便）運行業
務

令和8年4月1日 7,444,800

指名業者は運行区間にて乗合バス事業を営む唯一の事業者である。生徒を安全に輸送できる車両を年間を
通して配備することが可能で、多年にわたり通学バス運行業務を受託して安全輸送の実績を重ねており、
業務の内容にも精通している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、多数の運転手を雇用し、
市内中心部に営業所を構えて常時十数台の車両を運行している当該業者以外にないため。

第２号

136

令和８年度 新見第
一中学校（釜村・足
立 地 区） 部活 用ス
クールバス運行管理
業務

令和8年4月1日 3,599,200

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

137

令和８年度 新見第
一中学校（下神代地
区）スクールバス運
行管理業務

令和8年4月1日 6,754,000

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

134

令和８年度 神代小
（全域）・新見第一
中（高瀬・釜村・足
立地区）スクールバ
ス運行管理業務

令和8年4月1日 15,900,500 第２号

135

令和８年度 新見第
一 中 学校 （油 野地
区）スクールバス運
行管理業務

令和8年4月1日 7,499,800

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

140

令和８年度 新見市
ドローンプログラミ
ング教育支援委託事
業

令和8年4月1日 1,650,000

当該業者は、一般社団法人UAV利用促進協会（JUAVAC）認定のドローンエキスパートアカデミーを岡山県
内で唯一開校しており、極めて高い専門知識と指導体制を有している。
　また、機材のトラブルや授業内容の急な変更等に対して迅速に対応できるのは、市内に事業所を有する
当該業者以外にないため。

第２号

138

令 和 ８ 年 度 本 郷
小・新砥小・哲多中
（全域）スクールバ
ス運行管理業務

令和8年4月1日 23,100,000

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

139

令 和 ８ 年 度 刑 部
小・大佐中スクール
バス（全域）運行管
理業務

令和8年4月1日 8,052,000

指名業者は、地域に密着した事業者であり、多年にわたりスクールバス運行管理業務を受託して安全輸送
の実績を重ねており、道路事情や児童生徒の乗降場所及び道路状況、気候条件や交通事情等についても熟
知している。
　また、突発的な運行スケジュールの変更等に迅速かつ柔軟に対応できるのは、事業所が運行区間から近
距離に位置し、複数の運転手を確保している当該事業者以外にないため。

第２号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

教育部 新見市 大ケ池診療所

学校教育課 新見外 地内 岡山県備前市大内５７１番地１

大佐支局 新見市 有限会社井山商店

地域振興課 大佐地内
新見市大佐小阪部２５６１番地
２

大佐支局 新見市 有限会社井山商店

地域振興課
大佐・豊永赤馬（一

部）地内
新見市大佐小阪部２５６１番地
２

大佐支局 新見市大佐 真庭環境衛生管理株式会社

地域振興課
小阪部・永富・小
南・田治部地内

真庭市西河内６９６－４３

大佐支局 新見市大佐 真庭環境衛生管理株式会社

地域振興課
布瀬・大井野・上刑

部地内
真庭市西河内６９６－４３

大佐支局 新見市大佐 真庭環境衛生管理株式会社

地域振興課 布瀬地内 真庭市西河内６９６－４３

大佐支局 新見市大佐 真庭環境衛生管理株式会社

地域振興課 地内 真庭市西河内６９６－４３

大佐支局 新見市大佐 真庭環境衛生管理株式会社

地域振興課
布瀬・大井野・上刑

部地内
真庭市西河内６９６－４３

大佐支局 新見市大佐 真庭環境衛生管理株式会社

地域振興課 小阪部地内 真庭市西河内６９６－４３

哲西支局 新見市哲西町地内 環境管理有限会社

地域振興課 新見市西方１５５８番地１

141

令和８年度 新見市
園児・児童・生徒・
教職員等健康診断業
務（単価契約）

令和8年4月1日

児童生徒心電図 1,980円
児童生徒心音図 1,980円
児童生徒検尿 550円
教職員定期健診 7,700円
教職員胸部ｴｯｸｽ線撮影 1,980円
教職員胃部ｴｯｸｽ線撮影 8,800円
調理員検便(赤痢外） 2,530円
調理員検便（ﾉﾛｳｲﾙｽ) 12,100円

本業務は、学校保健安全法施行規則により毎年６月末までの完了が義務付けられている。県内において学
校巡回健診に必要な専門機材及びスタッフを保有し、本業務を請け負うことのできる医療機関は極めて限
定されている上に、各自治体の実施が同時期に集中することから、他業者への切り替えは非常に困難な状
況である。加えて、広域に点在する本市学校の地理的条件や施設の状況、並びに校内健診実施体制等につ
いて未知の他業者に変更した場合、限られた期限内での調整不足によって混乱を招く恐れがある。よっ
て、本業務を期限内に、かつ確実に履行できる者は令和２年度から継続して受託している当該業者以外に
はなく、競争入札に適さないと認められるため。

第２号 単価契約

144

令和８年度
特別環境保全公共下
水道　大佐浄化セン
ター維持管理業務

令和8年4月1日 11,101,200

　平成１３年度より大佐浄化センターの維持管理業務を行っており、同浄化センターの設備等の操作方法を熟知しており、維持管理能力
を十分に有している。
　また、処理場の維持管理上必要となる下水道技術者（維持管理）及び酸素欠乏危険作業主任者等の有資格者を擁している。
　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年法律第３１号）にて、下水道整備等をすること
に伴う一般廃棄物業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持
するように求めているため、本業務を委託することが適している。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

145

令和８年度
農業集落排水　布
瀬・大井野・上刑部
浄化センター維持管
理業務

令和8年4月1日 7,890,960

　平成１３年度より大佐浄化センターの維持管理業務を行っており、同浄化センターの設備等の操作方法を熟知しており、維持管理能力
を十分に有している。
　また、処理場の維持管理上必要となる下水道技術者（維持管理）及び酸素欠乏危険作業主任者等の有資格者を擁している。
　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年法律第３１号）にて、下水道整備等をすること
に伴う一般廃棄物業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持
するように求めているため、本業務を委託することが適している。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

142
令和８年度　新見市
営バス（大井野線外
２路線）運行業務

令和8年4月1日 6,300

　選定業者は、大佐市営バス運行計画区域内で旅客運送事業を行っている事業者であり、委託業務に従事
する２種免許を有した従業員を複数雇用しており、運行業務の受託能力がある。また、選定業者は、これ
までも複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事情に精通しており、緊急時に
迅速かつ柔軟な対応が可能で、事業所と車両保管場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘
束時間を短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号 単価契約

143
令和８年度　大佐乗
合タクシー運行業務

令和8年4月1日 75,600

　選定業者は、大佐乗合タクシー運行計画区域内にある唯一の事業者であり、運行条件にある利用者の希
望送迎時刻の３０分前後で自宅などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの事業者であるため、運
行業務を効率的に行うことが可能である。また、選定業者は、これまでも令和５年度の事業開始から複数
年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事情に精通しており、、緊急時に迅速かつ
柔軟な対応が可能で、事業所と車両保管場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘束時間を
短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号 単価契約

148

令和８年度
農業集落排水　布
瀬・大井野・上刑部
浄化センター汚泥運
搬業務

令和8年4月1日
20,350

（単価契約）

　平成１３年度より大佐浄化センターの維持管理業務を行っており、同浄化センターの設備等の操作方法を熟知し、処理場の維持管理上
必要となる有資格者（下水道技術者（維持管理）、酸素欠乏危険作業主任者等）を擁している。
　また、汚泥運搬に必要な一般産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている。
　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年法律第３１号）にて、下水道整備等をすること
に伴う一般廃棄物業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持
するように求めているため、本業務を委託することが適している。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

149

令和８年度公共施設
合併処理浄化槽等維
持管理業務（大佐支
局管内）

令和8年4月1日 4,750,080

・合併処理浄化槽の維持管理上必要となる有資格を擁している（浄化槽管理士）。
・新見市から浄化槽清掃業許可証の交付を受けた業者である。
・岡山県から以下の営業区域について、浄化槽保守点検業者登録証の交付を受けた業者である。【営業区域：新見市
のうち、大佐区域】

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

146

令和 ８ 年度
小規模集合排水　河
内西・河内東浄化セ
ンター維持管理業務

令和8年4月1日 1,668,480

　平成１４年度より河内西・河内東浄化センター等の維持管理業務を行っており、各浄化センターの設備等の操作方法を熟知しており、
維持管理能力を十分に有している。
　また、処理場の維持管理上必要となる下水道技術者（維持管理）及び酸素欠乏危険作業主任者等の有資格者を擁している。
　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年法律第３１号）にて、下水道整備等をすること
に伴う一般廃棄物業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持
するように求めているため、本業務を委託することが適している。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

147

令和 ８ 年度
合併処理浄化槽維持
管理業務（大佐支局
管内）

令和8年4月1日
9,353,040

(単価契約見込み総額)

・合併処理浄化槽の維持管理上必要となる有資格者を擁している。（浄化槽管理士）
・浄化槽汚泥の運搬に必要な一般廃棄物収集運搬業許可（汚泥）を受けている。
　下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年法律第３１号）にて、下水道整備等をすること
に伴う一般廃棄物業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持
するように求めているため、本業務を委託することが適している。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

150

令和８年度　特定環
境保全公共下水道事
業哲西浄化センター
維持管理業務

令和8年4月1日 7,810,000

（１）下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３１号）にて、下水道整備等をすること
に伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求
めているため。
（２）平成１０年度から哲西浄化センターの維持管理業務を継続して行っており、浄化センターの設備及び運転方法等を熟知している。また、哲西浄化セ
ンターの維持管理能力を十分に有している。市内業者であり、緊急時の対応が迅速に出来る。
（３）処理場の維持管理上必要となる下記の有資格者を擁している。
・下水道技術者(維持管理)
・酸素欠乏作業主任者

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

哲西支局 新見市哲西町地内 環境管理有限会社

地域振興課 新見市西方１５５８番地１

哲西支局
新見市哲西町上神代

地内
株式会社水処理管理センター

地域振興課
大阪市北区南森町１丁目４番１
０号

哲西支局 新見市哲西町地内 有限会社　妹尾タクシー

地域振興課 新見市哲西町畑木８０９番地１

哲西支局 新見市哲西町地内 有限会社　妹尾タクシー

地域振興課 新見市哲西町畑木８０９番地１

哲西支局 新見市哲西町地内
（株）日立ビルシステム中国支
社

地域振興課 広島市中区八丁堀３番３３号

哲西支局
新見市哲西町矢田地

内
特定非営利活動法人NPOきらめき
広場理事長　奥津一冨美

地域振興課 新見市哲西町矢田３６０４番地

教育部 有限会社井山商店

新見市学校給
食センター

新見市大佐小阪部２５６１番地
３

教育部 有限会社黒田商事

新見市学校給
食センター

新見市千屋８７１番地

教育部 阿新クレーン株式会社

新見市学校給
食センター

新見市哲多町宮河内９５

教育部 株式会社アクティブ哲西

新見市学校給
食センター

新見市哲西町矢田３５８５番地
１

152
令和８年度　哲西配
水区浄水設備点検業
務

令和8年4月1日 1,100,000
選定業者は、設置メーカー（理水化学(株)）の総合アフターサービス企業として発足した業者で
あり、設置メーカーからの技術情報を受けることができ、システムのノウハウを有している唯一
の業者である。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

153
哲西乗合タクシー実
証運行業務委託

令和8年4月1日
（1日1運行当たり）

52,500

選定業者は、哲西乗合タクシー実証運行計画区域内にある唯一の事業者であり、運行条件にある利用者の希望送迎時
刻の３０分前後で自宅などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの事業者であるため、運行業務を効率的に行
うことが可能である。　また、選定業者は、これまでも令和３年度の事業開始から複数年に渡って同業務を受託して
きた実績があり、運行区域の交通事情・道路状況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置
していることから緊急時に迅速かつ柔軟な対応が可能で、かつ事業所と車両保管場所まで近いことから車両回送時間
を含めた従業員の拘束時間を短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号

151
令和８年度　合併浄
化槽維持管理業務
（哲西支局管内分）

令和8年4月1日 15,734,680

（１）下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業者等の合理化に関する特別措置法（昭和５０年５月２３日制定法第３
１号）にて、下水道整備等をすることに伴う一般廃棄物処理業者等の受ける著しい影響を緩和するための事業計画を
市町村が策定実施し、一般廃棄物処理業者の業務の安定を保持するように求めているため。（２）合併処理浄化槽の
維持管理上必要となる下記の有資格者を擁している。
・浄化槽管理士（３）新見市内での浄化槽汚泥の運搬に必要な新見市一般廃棄物収集運搬業許可(汚泥)を市内業者で
は唯一受けている。また、市内業者であり緊急時の対応が迅速にできる。

第２号

地方公営企業
法施行令第２
１条の１３第
１項中の該当

号

156
子育て広場運営業務
（哲西子育て広場）

令和8年4月1日 1,120,000

（特）NPOきらめき広場は、平成１７年度から地域の子育てを支援する目的で「きらりら子育てサロン」
を開設し、それを参考とした市全域の「子育て広場」が平成２３年度に開設されたことにより移行し、哲
西地区を受託している。以上から、親子の交流のほか、子育てに関する専門知識の提供及び次世代の地域
に密着した子育て支援を行う実績があるとともに、地域の事情にも精通しているので、当該団体に委託す
ることが最適であることから、契約の性質又は目的が競争入札に適さないため。

第２号

157
令和８年度　学校給
食輸送業務（大佐
ルート分）

令和8年4月1日 2,970,000

委託業者は、学校給食衛生管理基準に従い検便検査実施者であり、かつテールゲートリフター特別教育講
習を受講している者である。また、各受配校の配膳室、プラットホーム形状、配送コースを熟知してお
り、安全な給食提供に向けた学校給食配送業務について、遂行能力を有している。また、地域に密着した
業者であり、道路状況等について熟知しており、複数の運転手を確保し、緊急時の運転手の代替え体制を
整えている。

第２号

154
新見市営バス運行業
務委託

令和8年4月1日
（1日1路線当たり）

25,000

選定業者は、哲西市営バス運行計画区域内で旅客運送事業を行っている唯一の事業者であり、委託業務に従事する２
種免許を有し、経験豊富な従業員を複数雇用しており、運行業務の受託能力がある。　また、選定業者は、これまで
も複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事情・道路状況・気候条件等に精通しており、
事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時に迅速かつ柔軟な対応が可能で、かつ事業所と車両保管
場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘束時間を短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号

155
きらめき広場・哲西
空調設備切替点検

令和8年4月1日 1,148,400
当該事業者は、きらめき広場・哲西の建設時に施工した業者で、吸収式冷温水機など機械設備も
当社製であるので設備構成等を熟知している。そのため、故障時の対応や部品の調達等の早急な
対応が可能であることから、当該事業者を契約相手方とするものである。

第２号

新見市大佐・上熊谷
地内

160
令和８年度　学校給
食輸送業務（哲西
ルート分）

令和8年4月1日 3,080,000

委託業者は、学校給食衛生管理基準に従い検便検査実施者であり、かつテールゲートリフター特別教育講
習を受講している者である 。また、各受配校の配膳室、プラットホーム形状、配送コースを熟知してお
り、安全な給食提供に向けた学校給食配送業務について、遂行能力を有している。また、地域に密着した
業者であり、道路状況等について熟知しており、複数の運転手を確保し、緊急時の運転手の代替え体制を
整えている。

第２号

158
令和８年度　学校給
食輸送業務（神郷
ルート分）

令和8年4月1日 2,475,000

委託業者は、学校給食衛生管理基準に従い検便検査実施者であり、かつテールゲートリフター特別教育講
習を受講している者である。また、各受配校の配膳室、プラットホーム形状、配送コースを熟知してお
り、安全な給食提供に向けた学校給食配送業務について、遂行能力を有している。また、地域に密着した
業者であり、道路状況等について熟知しており、複数の運転手を確保し、緊急時の運転手の代替え体制を
整えている。

第２号

159
令和８年度　学校給
食輸送業務（哲多
ルート分）

令和8年4月1日 3,267,000

委託業者は、学校給食衛生管理基準に従い検便検査実施者であり、かつテールゲートリフター特別教育講
習を受講している者である。また、各受配校の配膳室、プラットホーム形状、配送コースを熟知してお
り、安全な給食提供に向けた学校給食配送業務について、遂行能力を有している。また、地域に密着した
業者であり、道路状況等について熟知しており、複数の運転手を確保し、緊急時の運転手の代替え体制を
整えている。

第２号

新見市神郷地内

新見市哲多地内

新見市哲西地内

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　業務委託（建設コンサルタント業務含む）

NO. 事業実施課所 契約に係る業務名 業務場所 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の

該当号

備　考

教育部 株式会社西友環境

新見市学校給
食センター

岡山市北区上中野２丁目１２－
５

神郷支局
新見市 有限会社　黒田商事

地域振興課 千屋・神郷外 新見市千屋８７１番地

神郷支局
新見市 有限会社　千屋タクシー

地域振興課 千屋・神郷外 新見市千屋８７１番地

神郷支局
新見市 有限会社　黒田商事

地域振興課 神郷地内 新見市千屋８７１番地

総務部 （株）二鶴堂

秘書広報課 新見市新見８８５番地

総務部 （株）吉備ケーブルテレビ

秘書広報課 高梁市落合町阿部１７６８－５

総務部 田中実業（株）

秘書広報課 新見市正田２７０

哲多支局 新見市 阿新クレーン株式会社

地域振興課 哲多町 新見市哲多町宮河内９５番地

哲多支局 新見市 阿新クレーン株式会社

地域振興課 哲多町 新見市哲多町宮河内９５番地

哲多支局 新見市 有限会社光タクシー

地域振興課 哲多町 新見市哲多町本郷１９０番地４

161

令和８年度　新見市
学校給食センター排
水処理施設維持管理
業務

令和8年4月1日 4,176,480

新見市学校給食センターの排水処理施設における適正な排水・臭気管理には日常的な運転調整及び一貫し
た運転管理が必要である。委託業者は、当センターの建設に際し排水処理施設を設計施工しており、設備
等について熟知しているため、効率的かつ効果的な維持管理が可能である。また、維持管理中に設備に不
具合が生じた場合における責任の所在を明確化できる唯一の事業者であるため。

第２号新見市正田地内

164

令和８年度
新見市営バス（木谷
線外１路線）運行業
務

令和8年4月1日 4,200

選定業者は、神郷市営バス運行計画区域内に最も近い位置にある業者であり、委託業務に従事する２種免許を有し、経験豊富な従業員を
複数雇用しており、運行業務の受託能力がある。また、選定業者は、これまでも複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行
区域の交通事情・道路状況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時に迅速かつ柔軟な
対応が可能で、かつ事業所と車両保管場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘束時間を短縮することができる唯一の事業
者であるため。

第２号 単価契約

165 市報にいみ印刷業務 令和8年4月1日 1.87

・株式会社二鶴堂は、市報にいみの編集から印刷までを一環して行える市内唯一の業者である。当該事業
における実績も豊富で、市報にいみの過去10年間分のデータを保有しているほか、市内業者であるため、
作成途中での製品の確認や対面での細部の校正依頼などに迅速に対応でき、他の事業者に比べ業務におけ
る効率、優位性が高い。同社以外への委託は、安定した品質の製品の作成など、業務全般に支障をきたす
恐れがある。・新見市中小企業・小規模企業振興基本条例第４条第２項第２号に基づき、市内の中小企業
者・小規模企業者の受注機会の拡大につなげる。

第２号 単価契約

162
令和８年度
新見北部・神郷乗合
タクシー運行業務

令和8年4月1日 97,000

選定業者は、新見北部・神郷乗合タクシー運行計画区域内にある業者であり、運行条件にある利用者の希望送迎時刻の３０分前後で自宅
などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの事業者であるため、運行業務を効率的に行うことが可能である。また、選定業者は、
これまでも令和４年度の事業開始から複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事情・道路状況・気候条件等に
精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時に迅速かつ柔軟な対応が可能で、かつ事業所と車両保管場所
まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘束時間を短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号 単価契約

163

令和８年度
新見北部・神郷乗合
タクシー借上車運行
業務

令和8年4月1日 19,000

選定業者は、新見北部・神郷乗合タクシー運行計画区域内にある業者であり、運行条件にある利用者の希望送迎時刻の３０分前後で自宅
などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの事業者であり、自社の事業用車両（緑ナンバー）を使用して運行業務を効率的に行う
ことが可能であり、運行区域内で市有車両のみでは不足する車両台数をカバー出来る唯一の事業者である。また、選定業者は、これまで
も令和４年度の事業開始から複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事情・道路状況・気候条件等に精通して
おり、事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時に迅速かつ柔軟な対応が可能で自社車両を使用することにより車両回
送・迎車時間の短縮えを図ることができる唯一の事業者であるため。

第２号 単価契約

新見・大佐・神郷・
哲多・哲西の各支局
（甲が指定す場所）

168
令和８年度　新見市
営バス（宮河内線外
２路線）運行業務

令和8年4月1日 8,300

選定業者は、哲多市営バス運行計画区域内で旅客運送事業を行っている唯一の事業者であり、委託業務に従事する２
種免許を有し、経験豊富な従業員を複数雇用しており、運行業務の受託能力がある。
　また、選定業者は、これまでも複数年に渡って同業務を受託してきた実績があり、運行区域の交通事情・道路状
況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時に迅速かつ柔軟な対応
が可能で、かつ事業所と車両保管場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘束時間を短縮することがで
きる唯一の事業者であるため。

第２号 単価契約

169
令和８年度　哲多乗
合タクシー運行業務

令和8年4月1日 76,000

選定業者は、哲多乗合タクシー運行計画区域内にある事業者であり、運行条件にある利用者の希望送迎時刻の３０分
前後で自宅などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの事業者であるため、運行業務を効率的に行うことが可
能である。また、選定業者は、これまでも令和６年度の事業開始から同業務を受託してきた実績があり、運行区域の
交通事情・道路状況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していることから緊急時に迅
速かつ柔軟な対応が可能で、かつ事業所と市有車両保管場所まで近いことから車両回送時間を含めた従業員の拘束時
間を短縮することができる唯一の事業者であるため。

第２号 単価契約

166
新見市行政放送番組
制作業務

令和8年4月1日 8,998,000

株式会社吉備ケーブルテレビは、放送サービスにおいて新見市とＩＲＵ契約を締結していることから、
ケーブルテレビ放送を直接行う立場にある。また、同社は平成８年からケーブルテレビの自主放送を行っ
ており、番組制作において実績がある。同社は番組制作から放送までの一貫した管理と効率的な運用が可
能な上、市内に支局があり、市内で当該事業を遂行できる唯一の業者であるため。

第２号

167
にいみの魅力発信業
務

令和8年4月7日 2,270,400

・田中実業株式会社は、近年ＳＮＳで主流となっている「ショート動画」の制作において高いスキルを有
していることに加え、地域メディア「まいぷれ新見市」の運用実績を有している。
・豊富な情報量を有する地域メディアと連携するとともに、ショート動画を制作し、活用等を通して効果
的に情報発信を行い、認知度を向上させるためには、同社への委託が必要である。

第２号

新見市全域

新見市全域

170
令和８年度　哲多乗
合タクシー借上車運
行業務

令和8年4月1日 62,800

選定業者は、哲多乗合タクシー運行計画区域内にある事業者であり、運行条件にある利用者の希望送迎時刻の３０分
前後で自宅などへ到着できる同区域内の住民にとって最寄りの事業者であり、自社の事業用車両（緑ナンバー）を使
用して運行業務を効率的に行うことが可能であり、運行区域内で市有車両のみでは不足する車両台数をカバーできる
唯一の事業者である。　また、選定業者は、これまでも令和６年度の事業開始から同業務を受託してきた実績があ
り、運行区域の交通事情・道路状況・気候条件等に精通しており、事業所が運行区域から近距離に位置していること
から緊急時に迅速かつ柔軟な対応が可能で、自社車両を使用することにより、車両回送・迎車時間の短縮を図ること
ができる事業者であるため。

第２号 単価契約

消費税額及び地方消費

税額を含む



令和８年４月　随意契約締結分　物品・役務

NO. 事業実施課所 契約に係る物品名等 納入場所等 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円）

随意契約の理由

地方自治法
施行令第１
６７条の２
第１項中の
該当号

備　考

健康福祉部 新見市金谷 （株）加賀商会

和みの郷かな
や

和みの郷かなや 岡山県岡山市南区浦安本町65-14

総務部 新見市役所
（株）日立システムズ　岡山支
店

情報政策課 情報政策課 岡山市北区柳町２－１－１

既設洗濯機が故障により急停止した。当該洗濯機は利用者の衣類、タオル類、寝具類等を洗濯し
ているため、公衆衛生の観点から更新を緊急に実施する必要があり、競争入札に付すことができ
ないため。

第５号1 蒸気式洗濯機１台 令和8年4月21日 1,628,000

2
令和８年度　総合行
政システム納付書等

購入
令和8年4月1日 7,247,130

総合行政システムは、（株）日立システムズの業務システムであり、システムのプログラム等に
関する工業所有権、知的所有権が同社に帰属するため、他社での専用用紙の購入は不可能である
ため。

第２号

消費税額及び地方消費

税額を含む


